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第３期生駒市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１. 業務概要 

⑴目的  本市では、「第２期生駒市地域福祉計画」（平成２３～２７年度）以降計画を策定し

ていないが、少子高齢化・核家族化・独身率の増加・地域のつながりの希薄化などが

進み、複雑化・複合化した課題を抱える世帯が増えており、分野を超えた包括的な支

援体制の構築や公的支援だけでなく地域住民主体の地域福祉活動の充実を図る必要

がある。そのため、社会福祉法第１０７条および第１０９条に基づき地域福祉の推進

を図り、「地域共生社会」を実現するための計画として新たに「第３期生駒市地域福

祉計画・地域福祉活動計画」を策定することとしている。本委託契約は、市民の参画

を図りながら、全庁的な取組を踏まえ、国が定めるガイドラインその他の資料を参考

に、効率的かつ効果的に計画の策定を支援することを目的とする。 

⑵業務名 第３期生駒市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務 

⑶業務内容 アンケート作成・実施・集計、施策の提言、骨子案の作成、その他仕様書に

記載の事項のとおりとし、業務を一括して委託する。 

⑷業務期間 契約締結の日から令和１０年３月３１日まで 

 

２. 業務に要する費用（予定価格） 

８，０５４，２００円（税込） 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（予定価格）を超過した場合は失格とする。 

※支払いは令和９年度末に全額をまとめて行うものとする。 

 

３. 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満たす者

とする。 

(1) 公示日現在から過去５年間において、地方公共団体の発注する同種の計画策定の実績があ

る者 

(2) 本業務の技術責任者として配置する者は、公示日現在から過去５年間において、地方公共

団体の発注する同種の計画策定業務を担当した実績を１件以上有すること。 

(3) 公示日現在から受託候補者特定の日まで本市の入札参加停止を受けていないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

(5) 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申立てがなされていないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしていない

こと又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づき再生手続き開始の申立てをし

ていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再

生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 
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(7) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(8) 次のアからオまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（市

との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たな

い団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配

人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。以

下同じ。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる

とき。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用

していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

オ 上記ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

４. 質問の受付及び回答 

(1) 提出期限：令和８年６月１２日（金）正午（必着） 

(2) 提出方法：別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。 

電子メールアドレス：kourei@city.ikoma.lg.jp 

※その他の方法により提出された質問に対しては回答しない。 

(3) 回 答 日：令和８年６月１６日（火）１４時頃 

(4) 回答方法：市公式ホームページに掲載 

 

５. 企画提案書等の作成及び提出 

(1) 提出書類・必要部数 

① 提出届及び各種証明書 

ア 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式２） 原本データ１部 

イ 登記簿謄本又は登記事項全部証明書（その他の団体等で法人登記がない場合は、定

款その他の規約）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

ウ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（法人：納税証明書その３の３、  

個人：納税証明書その３の２）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

エ 誓約書（暴力団排除関係） 

※本市の物品・委託業務の一般競争（指名競争）参加資格申請書を提出している者につい

ては、イ～エを省略することができる。 
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② 実施体制各種調書及び企画提案書等 原本データ１部、副本データ１部 

副本データについては、提案者が分からないようにマスキング処理等を施すこと。 

ア 会社概要（様式３） 

イ 業務実績調書（様式４） 

ウ 担当技術者調書（様式５） 

エ 技術責任者の経歴及び実績等調書（様式６） 

オ 再委託調書（様式７）※再委託する場合のみ 

カ 工程表（様式８） 

キ 企画提案書（任意様式） 

ク 参考見積書（任意様式） 

(2) 作成要領 

上記（１）提出書類・必要部数 ②実施体制各種調書及び企画提案書等のア～クはま

とめて１つのデータにすること。 

① 様式等 

ア 企画提案書には事業者名及び事業者が特定されるロゴ等は使用しないこと。 

イ ページ数は企画提案書提出届を除いて１０ページ以内とする。 

ウ 企画提案書の規格は、Ａ４判縦長を基本とする。 

② 記載項目 

企画提案書には、必ず国や関連法令等の動向を踏まえ、概ね以下の内容を記載すること。 

ア 第３期生駒市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定方針 

イ 第３期生駒市地域福祉計画・地域福祉活動計画のための基礎的調査 

ウ 業務を支援するにあたっての考え方 

エ その他、特にＰＲしたいことなど 

(3) 提出期限等 

①提出期限：令和８年７月３日（金）１６時３０分（必着） 

②提 出 先：生駒市役所福祉部地域共生社会推進課 

                kourei@city.ikoma.lg.jp 

③提出方法：ＰＤＦデータを電子メールにより提出し、到着確認のため必ず電話にて連絡す

ること。 
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６. 審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとする。 

(1) 第１次審査（書類審査） 

提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を下記７（１）～（３）で示す審査基準に

基づいて審査し、高い評価を得た提案者を３者選考する。ただし、プロポーザルの提案者

が３者以下である場合は、第１次審査を省略し、第２次審査において提出書類審査及びヒ

アリング等による審査を実施できるものとする。 

実施日：令和８年７月９日（木） 

(2) 第２次審査（ヒアリング等による最終審査） 

第１次審査により選考された者に対し企画提案についてのヒアリング等を実施し、下記７

（１）～（３）で示す審査基準に基づいてヒアリング等の内容を評価するとともに、書類

審査を考慮し最も優れている提案を特定する。なお、評価点が同点の者が２者以上いる場

合の順位は、審議して決定する。また、評価点が６割に満たない場合は、特定者なしとで

きるものとする。 

① 実施日：令和８年７月１６日（木） ９時３０分から 

※実施時間、場所については別途通知する。（オンラインによる参加も可とする。） 

② 出席者：３名以内とする。 

③ 説明等 

ア 審査（ヒアリング等）は、準備及び後片付けの時間を除き、１者あたりプレゼンテ

ーション２０分以内、ヒアリング２０分程度とする。 

イ プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づいて行うものとし、他の資料配

付は認めない。 

ウ プレゼンテーションにパソコンが必要な場合は、各自で用意すること。会場、スク

リーン、プロジェクター及び電源については本市で用意する。 

(3) 審査結果の通知 

① 第１次審査 

審査結果を書面により通知する。なお、選考された者のみ、審査結果及びヒアリング等

を実施する旨を、電話又は電子メールで通知する。 

② 第２次審査 

審査結果を書面により通知する。 

令和８年７月中旬（予定） 

 

７. 審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査する。 

(1) 業務実績・業務実施体制 ２０／１３５点（第１次審査時は２０／１２５点） 

(2) 参考見積書 ５／１３５点（第１次審査時は５／１２５点） 

(3) 企画提案（ヒアリング等）の内容 １１０／１３５点（第１次審査時は１００／１２５点） 
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日程 

公告          令和８年６月 ５日（金） 

質問受付締切      令和８年６月１２日（金） 正午まで 

質問回答        令和８年６月１６日（火） １４時頃 

企画提案書等受付締切  令和８年７月 ３日（金） １６時３０分（必着） 

第１次審査       令和８年７月 ９日（木）  

第２次審査       令和８年７月１６日（木） ９時３０分から 

結果通知        令和８年７月中旬（予定） 

契約締結        令和８年７月下旬（予定） 

業務開始        令和８年８月初旬（予定） 

 

８. 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、

その提案を失格とする。 

(1) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

(2) 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

(3) 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

(4) ヒアリング等に出席しなかったもの 

(5) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

(6) 参考見積書の金額が、２．業務に要する費用（予定価格）を超過したもの 

 

９. 契約 

受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手

続きを行うものとする。 

なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

１０. その他留意事項 

(1) 企画提案書等の提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置

を行うことがある。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

(5) 「担当技術者調書」に記載した配置予定の技術責任者及び担当者は、原則として変更でき

ないものとする。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、生駒市と協議のうえ

決定するものとする。 

(6) 生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となる。

ただし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる

場合がある。 
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なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情

報については決定後の開示とする。 

 

１１. 担当部署（提出・問合せ先） 

生駒市役所福祉部地域共生社会推進課 担当：大西・長西 

〒６３０－０２８８ 奈良県生駒市東新町８番３８号  

ＴＥＬ：０７４３－７４－１１１１ 内線６０８１ 

Ｅ－ｍａｉｌ：kourei@city.ikoma.lg.jp 
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